
令和 4年版

厚生労働白書
（令和 3年度厚生労働行政年次報告）

―社会保障を支える人材の確保―

〔 概　要 〕

厚 生 労 働 省





１．現状と見通し

人材確保は令和の社会保障における最重要課題の一つ。

「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面は変化。
➢ すでに減少に転じている現役世代人口は2025年以降、さらに減少が加速する。

➢ 2040年に必要と見込まれる医療・福祉就業者数は1,070万人。
➢ 一方で、その時点で確保が見込まれる医療・福祉就業者数は、974万人と推計。

実績・人口構造を踏まえた今後の医療・
介護ニーズから推計した必要人員

経済成長と労働参加が進む
場合の医療・福祉就業者数

2018年（実績） 2025年（推計） 2040年（推計） 2040年（推計）

826万人
（12％）

940万人
（14～15％）

1,070万人
（18～20％）

974万人
（16％）

供給面需要面

※かっこ内は総就業者数に占める割合
※「 年を見据えた社会保障の将来見通し（議論素材）」に基づくマンパワーシミュレーション（ 年 月
厚生労働省）を基に作成。
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医療関連

医師 万 人
（就業者数※１）

言語聴覚士 人
（就業者数※３）

柔道整復師 人
（就業者数※４）

歯科医師 万 人
（就業者数※１）

視能訓練士 人
（就業者数※３）

健康関連

薬剤師 万 人
（就業者数※１）

臨床工学技士 人
（就業者数※３）

管理栄養士 万 人
（登録者総数※６）

保健師 人
（就業者数※２）

義肢装具士 人
（就業者数※３）

福祉・介護関連

助産師 人
（就業者数※２）

歯科衛生士 万 人
（就業者数※４）

保育士 万 人
（就業者数※７）

看護師 万 人
（就業者数※２）

歯科技工士 人
（就業者数※４）

社会福祉士 万 人
（登録者数※８）

診療放射線技師 人
（就業者数※３）

救急救命士 人
（免許登録者数※５）

介護福祉士 万 人
（登録者数※８）

臨床検査技師 人
（就業者数※３）

あん摩マッサージ
指圧師

万 人
（就業者数※４）

精神保健福祉士 人
（登録者数※８）

理学療法士 万 人
（就業者数※３）

はり師 万 人
（就業者数※４）

公認心理師 人
（登録者数※９）

作業療法士 人
（就業者数※３）

きゅう師 万 人
（就業者数※４）

２．これまでの主な取組みと課題①

➢ 医療・福祉サービス提供の担い手は、国家資格者、地方自治体、NPO・NGO、ボランティアなど多様な主体により
支えられている。

（注）多様な人材が活躍する中にあって、令和４年版厚生労働白書第１部では、医療・福祉サービス提供のニーズの高まりを踏まえ、
重要課題として担い手の養成・確保に取り組んできた人材を取り上げ、その成果を見ることとしている。

厚生労働省所管国家資格一覧（保健医療・福祉関係）

※１ 「令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計」
※２ 医政局調べ、 年現在
※３ 常勤換算、医療施設（病院・診療所）で勤務

する者、「令和２年医療施設調査」

※７ 常勤及び非常勤の数、 「社会福祉施設等調査」、 年 月１日現在
※８ （公益財団法人）社会福祉振興・試験センター、 年３月末現在
※９ （一般財団法人）日本心理研修センター、 年３月末現在

※４ 「令和２年度衛生行政報告例」
※５ 医政局調べ、 年３月現在
※６ 健康局調べ、 年 月現在
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➢ 医師
○医師数は、地域偏在による深刻な医師不足に対応するため、2008年以降医学部臨時定員を増加し、
毎年約3,500～4,000人増加しているが、 2029年頃に需給が均衡すると推計されている。

医 師： 28万4,556人（2008年12月） →  33万7,625人（2020年12月）
○一方で、依然として存在する地域別・診療科別偏在についての対応が必要。

➢ 看護職員
○看護職員の就業者数は、新規養成・離職防止・復職支援の取組により増加している。

看護職員： 80万2,299人（1989年12月） → 168万3,295人（2019年12月）
○一方で、依然として存在する地域別・領域別偏在（訪問看護の需要増への対応など）についての対応が必要。

２．これまでの主な取組みと課題②

介護職員、保育人材

医師、看護職員

➢ 累次の処遇改善の取組みにより、介護職員は月額 万円（実績）、保育士は月額約 万円の処遇改
善を実施。

➢ 介護職種の離職率は （令和元）年に初めて産業計を下回り、低下傾向。
介護職種：17.8%（2010年）→ 15.4%（2019年）→ 14.9%（2020年）

産業計 ：14.5%（2010年）→ 15.6%（2019年）→ 14.2% （2020年）

➢ 介護・保育の有効求人倍率は、依然として職業計より高く推移。
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さらに、地域ニーズ・実情に応じて、
特に必要とする分野で重点的に確保

（訪問系サービス、保育・学童、児童虐待、新型コロナウイルス感染症など）

３．今後の方向性

持続可能な社会保障制度の実現のためには、安定的な医療・福祉サービスの提供が不可欠。

そのための人材確保・イノベーションの導入を推進。

✓ 処遇改善
✓ 多様な人材の参入促進

サービス提供に必要となる医療・福祉就業者数

✓ 健康寿命の延伸
✓ 医療・福祉サービス改革

（イノベーション、タスク・シフト／シェア）
✓ 地域の実情に応じた取組み

（地域共生社会、偏在対策、
医療法人・社会福祉法人の多事業経営・法人間連携）

人材確保とサービス改革のベストミックスにより、人口
減少下においても実現可能な体制を目指す。
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➢ 保育士等、介護・障害福祉職員など
＋月額９千円相当（ 年２月～）

➢ 看護職員など ＋月額平均１万２千円相当（ 年 月～）
※2022年 月～ 月は月額平均４千円相当

＜処遇の改善＞

４．具体的な取組み例

人（未来）への投資
地域の実情に応じた取組み

➢ 属性を問わない重層的支援体制の整備

➢ 高齢者、障害者、子どもなど複数分野
の包括的な支援体制の整備

➢ 農福連携

＜地域共生社会の取組み＞

＜地域や診療科間の偏在対策＞

＜医療法人・社会福祉法人の多事業経営・
法人間連携＞
➢ 参加法人が独立性を保ちつつ人的交流など
を行うことができる仕組みの推進

（地域医療連携推進法人制度・社会福祉連携推進法人制度）

➢ 医学部入学定員の地域枠の設定

➢ 在宅医療・訪問看護の対応可能な看護
職員の養成

高齢化率の高い地域での買い物支援
（福井県坂井市）

携帯型エコーの習得勉強会の様子
（訪問看護ステーションフレンズ

／北海道函館市）

サービス改革

＜ロボット・ ・ ＞

＜タスク・シフト／シェア＞

➢ 管理職・経営者層の意識改革、マネジ
メント能力の向上を図るための研修、
セミナー等の実施

＜組織マネジメント改革＞

➢ 医療従事者の多職種連携（チーム医療）

➢ 医師の働き方改革の推進

➢ 介護助手、保育補助者の雇用促進

➢ ハローワークの人材確保対策コーナー等を通じ
た人材不足分野等の仕事の魅力の発信

➢ 学生等への返済免除付きの修学資金貸付

➢ アクティブシニアの地域の活躍の場の整備
（介護現場での配膳、保育現場での保育補助など）

➢ 外国人の職場環境の整備

＜多様な人材の確保・参入促進＞

病院職員のための病児・病後児保育室
（筑波大学付属病院／茨城県つくば市）

介護職員による魅力の発信
「KAiGO PRiDE」プロジェクト

（熊本県）

多職種チームカンファレンスの様子
（神奈川県横須賀市立うわまち病院）

労働環境の改善高齢者が得意分野で持ち味を発揮
（山形県酒田市シルバー人材センター）

これらの取組みにより、
人口減少社会でも

持続可能な
社会保障制度を実現

介護ロボット展・介護のお仕事相談会
（秋田県・秋田労働局共催）

➢ オンライン診療を含めた遠隔医療の推進

➢ 介護ロボットなどの導入支援

移乗支援機器を活用した
ケアの質の確保・職員の負担軽減

（社会福祉法人友愛十字会「砧ホーム」
／東京都世田谷区）
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➢ 女性、高齢者の就業率上昇が就業者数を底上げし、
2021年の就業者数は6,713万人と1990年代後半の水準を
維持している。

➢ 医療・福祉就業者数は増加が続き、約20年間で410万人
増加している。

➢ 20～64歳人口は今後20年間で約1,400万人減少する見込
みとなっている。

参考「１．現状と見通し」関係

人口ピラミッドの変化
就業率の推移

労働力人口・就業者数の推移

医療・福祉の就業者数の推移

（※）図表に関する詳細は、令和４年版厚生労働白書をご覧下さい。

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000
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医師 歯科医師
医療施設数の推移

参考「２．これまでの主な取組みと課題」関係①

診療科別医師数の推移
三次医療圏別医師偏在指標

医学部入学定員と地域枠の年次推移 歳未満の医療施設従事医師数推移
（ （平成 ）年を とした場合）

➢ 医師数は、地域偏在による深刻な医師不足に対応するため、2008年以降医学部臨時定員を増加し、毎年3,500～
4,000人増加しているが、依然として存在する地域別・診療科別偏在についての対応が必要。

➢ 歯科医師数の伸びは鈍化傾向であるが、人口10万対歯科医師数は増加傾向にある。歯科診療所や病院歯科の設置状
況には地域差が生じており、無歯科医地区も存在。

歯科医師数の推移

（注）医師多数都道府県：医師偏在指標の上位 ％の都道府県

医師少数都道府県：医師偏在指標の下位 ％の都道府県

（※）図表に関する詳細は、令和４年版厚生労働白書をご覧下さい。

人口 万対歯科診療所数
（都道府県別）
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➢ 看護職員の就業者数は、新規養成・離職防止・復職支援の取組により増加しているが、依然として存在する地域
別・領域別偏在（訪問看護の需要増への対応など）についての対応が必要。

➢ 薬剤師数は、薬学部（学科）定員増に伴い増加しているが、地域や業態間に偏在が生じており、無薬局町村も存在。

看護職員 薬剤師

無薬局町村数（都道府県別）

薬剤師数の推移

参考「２．これまでの主な取組みと課題」関係②

看護職員数就業者数の推移

看護職員の需給推計結果（都道府県別） 看護職員の需給推計（A県の二次医療圏単位） 都道府県（従業地）別に見た薬局・医療施設に
従事する人口 万対薬剤師数

（※）図表に関する詳細は、令和４年版厚生労働白書をご覧下さい。
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就業先別の理学療法士数の推移

理学療法士養成数（入学定員）の推移

理学療法士 作業療法士

就業先別の作業療法士数の推移

管理栄養士
管理栄養士・栄養士の配置状況作業療法士養成数（入学定員）及び養成施設数の推移

参考「２．これまでの主な取組みと課題」関係③
➢ 理学療法士、作業療法士の人数は増加し、約７，８割が病院・診療所で勤務している。
➢ 管理栄養士は、約３割が病院・診療所、約２割が保育所等で勤務している。

（※）図表に関する詳細は、令和４年版厚生労働白書をご覧下さい。

9



➢ 利用者数の増加に伴い、介護分野の職員、精神保健福祉分野の職員、保育人材、放課後児童クラブ職員の人数は増
加している。

➢ 介護分野の職員や保育士の離職理由には主として、処遇、労働時間等の労働環境、ライフイベントが挙げられる。

介護分野の職員 障害保健福祉分野の職員

保育人材
放課後児童クラブ職員

離職理由（介護） 障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移

保育士数の推移 離職理由（保育士） 放課後児童支援員等の推移

参考「２．これまでの主な取組みと課題」関係④

職業別有効求人倍率

介護職員の離職率の推移

（※）図表に関する詳細は、令和４年版厚生労働白書をご覧下さい。

（万人）
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➢ 保健師の活動分野の多様化・役割の拡大が進み、自治体の就業保健師数も増加している。
➢ ケースワーカー、児童福祉司の人数は増加している。支援が必要な世帯、児童数等に応じた体制整備が必要となる。

保健師 ケースワーカー

児童福祉司

児童福祉司等の処遇改善

児童福祉司の配置状況

配置状況
就業保健師数の推移

参考「２．これまでの主な取組みと課題」関係⑤

（※）図表に関する詳細は、令和４年版厚生労働白書をご覧下さい。

（人）
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参考「３．今後の方向性」関係
➢ 高齢化の状況は地域ごとに異なり、2040年にかけて

地域によっては医療・介護ニーズは縮小していくこと
が見込まれている。

➢ 将来的な地域ニーズを踏まえた人材確保が必要となる。

2025年から2040年にかけての75歳以上人口の動態

介護職員の都道府県別有効求人倍率（2022年２月）

保育士の都道府県別有効求人倍率の年次比較（各年１月）

医師の需給推計

看護職員の需給推計結果

（注）供給推計 今後の医学部定員を令和２年度の9,330人として推計。
需要推計 ・ケース１（労働時間を週55時間に制限等≒年間720時間の時間外・休日労働に相当）

・ケース２（労働時間を週60時間に制限等≒年間960時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース３（労働時間を週78.75時間に制限等≒年間1860時間の時間外・休日労働に相当）

【各都道府県別の2016年度と2025年度（シナリオ（※））の比較（2016年度／2025年度（シナリオ（※））】

※ １より低ければ、 年度（シナリオ（※））は 年度現在より看護職員数不足

シナリオ（※） １か月あたり超過勤務時間： 時間以内 １年あたり有給休暇取得日数： 日以上

（※）図表に関する詳細は、令和４年版厚生労働白書をご覧下さい。
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参考「４．具体的な取組み例」関係

サービス改革／労働環境の改善

（フューチャー・ケア・ラボ・イン・ジャパン
／東京都品川区）

＜ロボット・ ・ ＞

⚫ オンライン診療を含めた遠隔医療の推進

➢ 地域医療介護総合確保基金を活用し、市内の介護事業所に無償で介
護ロボットを貸与する「介護ロボット普及推進事業」を実施（岡山
県岡山市）

➢ 介護現場のニーズに応えるテクノロジーの製品開発（フュー
チャー・ケア・ラボ・イン・ジャパン／東京都品川区）

介護ロボット普及推進事業（岡山県岡山市）

⚫ 医師の働き方改革の推進
＜タスク・シフト／シェア＞

➢ 看護部・薬剤部等が医師の負担軽減計画を策定し、医師からの業務移管
（タスク・シフト シェア）を推進。全職種横断的な「働き方改革チー
ム」を中心に全職種の働き方改革を実施。（国立病院機構九州がんセン
ター）

➢ 病院長の積極的な理解の下で、「主治医チーム制」「シフト制」を採用。
職場長による現場医師との個別面談や普段からのアナウンスにより女性
医師への配慮は当然のことという組織文化を形成。（福岡大学筑紫病院
／福岡県福岡市）

⚫ 医療従事者の多職種連携（チーム医療）

地域の実情に応じた取組み

＜多様な人材の確保・参入促進＞
⚫ 介護助手、保育補助者、外国人労働者などの活躍推進

➢ 介護福祉士候補者、技能実習生、特定技能外国人（介護）を積極
的に受入れ。多様性を重視した職場環境の整備により、外国人管理職
（介護課長）が活躍。（社会福祉法人 奉優会／東京都世田谷区）

＜地域共生社会の取組み＞

学生が入居者との交流を条件に、無料で高齢者施設に暮らす取組み
（ヒューマニタス・ディヴェンター／オランダ）

入居者、園児等が参加する音楽療法
（多世代交流型複合施設「アンダンチ」／宮城県仙台市）

グループの15法人対象の統一研修
（社会福祉法人グループ「リガーレ」／京都府）

⚫ 重層的支援体制の整備
➢ 既存の分野別の相談機関では解決できない複

合的な課題に対応するため「相談支援包括化
個別会議（さかまる会議）」を設置（福井県
坂井市）

障害者が地域産業の重要な担い手
（社会福祉法人こころん／福島県）⚫ 農福連携の推進

➢ 利用者の適性と体調を踏まえ、就労に必要な体力、
忍耐力、チームワークを養いつつ、外出が困難な
地域住民の買い物支援の役割も担う。（社会福祉
法人 こころん／福島県）

坂井市相談支援包括化推進会議の様子
（福井県坂井市）

＜医療法人・社会福祉法人の多事業経営、法人間連携＞
➢ 複数の社会福祉法人が集まり、人材確保・育成や地域密着型サービ

スを推進。（社会福祉法人グループ・リガーレ／京都府）

＜地域医療における多職種連携＞
➢ 薬局薬剤師が病院薬剤師や看護師等と連携し、残薬解消や服薬支援な

ど患者の在宅療養を支援。（ファーマシィ薬局引野／広島県福山市）

⚫ 高齢者、障害者、子どもなど複数分野の包括的な支援体制の整備

➢ 医師・歯科医師から医療関係職種へ業務移管の実施
※診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学士、救急救命士については法改正を実施

⚫ 介護ロボットなどの導入支援
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